
[主催] 鶴見緑地スマイルパートナーズ
[運営・企画]（一財）大阪スポーツみどり財団

大阪府大阪市鶴見区緑地公園2丁目163番 TEL. 06-6912-0055
［開館時間］10:00～17:00（入館～16:30）
［休館日］毎週月曜休館（休日の場合は翌平日）※８月11日(火)は臨時開館
［交通案内］OsakaMetro長堀鶴見緑地線「鶴見緑地駅」下車徒歩約10分

［入館料］高校生以上（※除く）500円　中学生以下 無料
※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方（介護者１名を含む）、大阪市内在住の
　65 歳以上の方は無料【要証明（生徒手帳、健康手帳、敬老優待乗車証等の原本）】
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咲くやこの花館

イベントの詳細は HP をご覧ください

2020

咲くや
フォトコンテスト

咲くやこの花館内で撮影した植物 咲くやこの花館 館長賞・・・・・ 7点
Quoカード500円分、オリジナルグッズ進呈

咲くやスタッフ賞 ・・・・・・・ 1点
植物栽培スタッフ賞 ・・・・・・ 1点
フラワーアテンダント賞 ・・・・ 1点
上記3賞：年間パスポート(1年分)、オリジナルグッズ進呈

作品
募集

募 集 要 項
被写体 賞

日本国内在住の方
応募資格

応募規約

・TwitterまたはInstagramに
#咲くやこの花館 #咲くやフォトコンテスト2020 の

　ハッシュタグ両方を付けて投稿してください
・咲くやこの花館のSNSアカウントいずれかをフォロー
　Twitter：SakuyaismU
　Instagram：sakuyakonohanakan

応募方法

2020年11月頃
咲くやこの花館HP・各SNSにて発表

発表

※撮影時期は問いません。何年前の写真でもOK！
※自然本来の姿・形・色が表現されているもの。
　原則修正・加工をせず投稿して下さい。

エントランス前池、ハイビスカスワールド、
トロピカルガーデン等館内直結の屋外庭園を含む
鶴見緑地公園内は対象外

※非公開設定の方、上記ハッシュタグのない投稿は無効です。
※現像・プリントした写真の募集はありません。

※TwitterまたはInstagramのアカウントが必要になります。

受賞作品は配布・販売用ポストカード、広報画像、12月上旬頃から配布する咲く
やこの花館2021カレンダー、来年度の咲くやこの花館年間パスポートに使用させ
ていただく場合がございます。受賞者の方には追ってDMでご連絡の上、作品の元
データのご提供をお願いします。投稿作品の元データはなるべく圧縮せず、画素数
の高い状態で保管して下さい。

【応募写真について】
下記1~5に該当する写真投稿は審査の対象外とします。
1.本コンテストの趣旨に反するまたは無関係なもの
2.館内の植物を傷つける行為が見受けられるもの
3.TwitterまたはInstagramの利用規約に反するもの
4.公序良俗に反するもの
5.第三者の著作権、商標権、肖像権などを侵害するもの
【応募写真の権利及び二次利用について】
 1.応募写真にかかる著作権その他の知的財産権は、応募者ないし撮影者に帰属いたします。
 2.応募者は、応募写真の投稿をもって、一般財団法人大阪スポーツみどり財団(以下「当財団」
という)に下記における利用について、応募写真の全世界にわたる無償の利用権を許諾したものと
します。
・ 当財団が主催する写真コンテストの結果発表・今後の告知等
・ 当財団が管理、使用、主催、参加または発行するウェブサイト、公式 SNS アカウント、イベ
ント・展示会(その施設等を含みます)、印刷物、販売促進物、宣伝広告物等
・ その他当財団が実施するブランディング、マーケティング、プロモーション等
3.当財団は、応募写真を下記のとおり利用することがあります。この場合、応募者は著作者人格
権を行使しないものとします。
・ 応募写真を改変等して利用
・ 応募者の氏名・アカウント名・コメント等を表示、省略表示または表示しないで利用
4.応募者は、応募写真の被写体の著作権その他の権利について、第三者との間に紛争などが生じ
た場合、 当財団等はその一切の責任を負わないものとし、応募者自身がその責任と一切の費用負
担により当該紛争 等を処理・解決するものとします。

S a k u y a  P h o t o  C o n t e s t  2 0 2 0

2020.7.1wed 　　 9.11fri

SNSで!


